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一
大
阪
の
部
落
史
』
通
信
二
号
（
九
五

年
八
月
）
の
「
史
料
収
集
の
動
き
」
で
既

に
紹
介
さ
れ
た
「
能
勢
町
下
田
村
福
井
家

文
書
」
（
福
井
文
友
所
蔵
）
は
、
現
在
、
吉

村
智
博
氏
（
大
阪
人
権
博
物
館
）
が
目
録

づ
く
り
な
ら
び
に
翻
刻
を
進
め
て
お
ら
れ

る
。
お
っ
て
、
そ
の
全
体
像
が
示
さ
れ
、

体
系
的
な
史
料
紹
介
が
な
さ
れ
る
予
定
で

あ
る
。

こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
、
マ
イ
ク
ロ
フ

ィ
ル
ム
で
約
四
○
○
○
コ
マ
を
越
え
る
貴

重
な
史
料
の
中
か
ら
安
政
二
年
六
月
付
の

二
札
」
に
つ
い
て
紹
介
し
、
同
文
書
へ

の
関
心
を
深
め
て
い
た
だ
き
た
い
。

＊
＊

＊

ま
ず
、
史
料
中
の
「
天
王
寺
村
孫
右
衛

門
」
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

藤
本
篤
氏
が
「
摂
津
天
王
寺
牛
市
と
文

書
・
記
録
」
（
「
日
本
歴
史
』
五
二
五
号
。

一
九
九
二
年
二
月
）
で
、
「
少
な
く
と
も
豊

臣
政
権
下
の
一
六
世
紀
後
半
に
は
天
王
寺

牛
町
に
市
が
た
ち
、
こ
れ
を
経
由
し
な
い

在
郷
博
労
ら
の
直
売
買
は
禁
止
さ
れ
て
い

た
に
違
い
な
い
。
」
「
そ
の
後
も
天
王
寺
牛

－－～

能
勢
町
下
田
村
福
井
家
文
書
の
三
札
」

市
は
徳
川
幕
府
か
ら
承
認
さ
れ
」
「
こ
う
し

た
天
王
寺
牛
市
の
公
認
・
保
護
」
の
代
償

と
し
て
「
牛
一
疋
に
つ
き
銀
二
匁
の
口
銭

を
徴
収
し
、
う
ち
一
匁
を
冥
加
銀
と
し
て

上
納
」
し
、
「
寛
永
一
八
年
か
ら
は
一
年
に

銀
三
○
枚
ず
つ
の
」
上
納
が
行
わ
れ
た
と

述
べ
て
お
ら
れ
る
。

こ
の
牛
市
を
支
配
し
た
の
が
孫
右
衛
門

で
あ
る
。
宝
暦
二
（
’
七
五
二
）
年
、
孫

右
衛
門
は
大
坂
町
奉
行
所
か
ら
、
摂
津
・

河
内
・
和
泉
・
播
磨
四
ヶ
国
の
牛
取
引
を

彼
の
支
配
下
の
天
王
寺
牛
市
で
行
う
こ
と

を
命
じ
る
国
触
れ
を
得
て
い
る
が
、
こ
の

前
後
に
彼
は
市
場
統
制
を
は
か
り
、
支
配

下
に
入
ら
な
い
博
労
・
村
々
と
公
事
（
訴

訟
）
を
く
り
返
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
前
掲
藤
本
論
文
が
詳
し
い
。
『
能
勢
町

史
』
第
三
巻
（
’
九
七
五
年
三
月
）
所
収

の
安
永
七
二
七
七
八
）
年
七
月
一
九
日

付
二
札
」
に
よ
る
と
、
天
王
寺
村
牛
問

屋
の
孫
右
衛
門
あ
て
に
能
勢
郡
四
村
の
庄

屋
・
年
寄
が
連
名
で
「
百
姓
は
今
よ
り
以

降
も
西
郷
仲
買
と
の
み
牛
の
売
買
を
す
る

の
で
、
孫
右
衛
門
へ
の
口
銭
は
西
郷
仲
買

茨
木
芳
子
（
大
阪
の
部
落
史
委
員
会
事
務
局
）

か
ら
取
り
立
て
る
よ
う
に
」
と
求
め
て
い

る
。
口
銭
の
徴
収
を
め
ぐ
っ
て
の
綱
引
き

が
行
わ
れ
て
い
た
様
子
が
分
か
る
。

下
田
村
皮
多
の
牛
売
買
の
目
利
に
つ
い

て
は
山
田
光
一
一
氏
が
慶
応
三
（
一
八
六
七
）

年
の
「
摂
州
能
勢
郡
下
田
村
一
札
」
を
紹

介
し
、
「
こ
の
牛
の
鑑
定
業
は
近
在
の
農
家

か
ら
か
な
り
の
需
要
が
あ
っ
た
と
み
え
」

る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
（
弓
解
放
令
』
布

告
前
後
に
お
け
る
大
阪
府
能
勢
町
の
被
差

別
部
落
の
動
向
」
（
『
部
落
解
放
』
二
○
号
・

一
九
七
一
年
）
）

こ
こ
で
紹
介
し
た
史
料
の
後
段
に
は
目

利
と
は
別
に
寛
政
年
間
二
七
八
九
～
一

八
○
二
か
ら
農
業
に
差
支
え
の
あ
る
病

気
牛
を
商
い
し
、
そ
の
目
印
に
木
綿
で
縁

ど
り
を
し
た
莚
を
着
せ
た
と
あ
る
。
そ
し

て
、
こ
の
安
政
二
二
八
五
五
）
年
の
段

階
で
、
下
田
村
の
扱
う
牛
の
売
買
が
多
く

な
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
が
、
｜
般
の
博
労

の
扱
う
牛
と
下
田
村
の
皮
多
の
扱
う
牛
と

の
区
別
が
紛
ら
わ
し
い
の
で
取
り
締
ま
っ

て
欲
し
い
と
い
う
博
労
側
の
要
求
が
天
王

寺
村
の
孫
右
衛
門
に
出
さ
れ
た
。
こ
れ
に
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孫
右
衛
門

前
書
之
通
相
違
無
之
、
右
日
限
及
延
引
候
ハ
、
急
度
取
立
、
其
許
殿
へ
相
渡
可
申
候
、

為
其
、
奥
印
致
置
候
、
以
上

一
水

私
共
儀
其
御
許
殿
へ
及
御
相
対
牛
目
利
一
冗
買
渡
世
罷
在
候
処
、
往
古
者
、
藁
お
も

一
札

私
共
方
年
々
差
出
候
牛
口
銭
之
儀
［
叶
僻
Ⅲ
吐
壱
ケ
年
一
「
九
拾
五
疋
之
積
ヲ
以
、

此
口
銭
銀
、
一
顧
一
ｍ
臆
ｕ
宛
二
御
相
極
被
下
度
候
段
、
御
頼
奉
申
候
処
御
承
知

被
下
、
恭
一
囮
存
候
、
然
ル
上
者
、
毎
年
九
月
晦
日
切
、
片
山
村
庄
屋
数
右
衛
門

様
方
へ
差
出
置
候
間
、
御
受
取
可
被
下
候
、
尤
右
口
銭
之
儀
者
、
私
共
身
分
６
差

出
、
百
姓
中
へ
割
懸
ケ
候
儀
一
一
而
ハ
決
而
無
御
座
候
、
万
一
、
口
銭
銀
相
滞
候
者

有
之
候
共
、
残
之
者
共
方
相
弁
、
右
日
限
無
滞
、
急
度
差
出
可
申
候
、
為
後
日
之

一
札
依
而
如
件

安
政
二
卯
年

摂
州
能
勢
郡

六
月

下
田
村
皮
多

喜
八

一
平

常
八

武
兵
術

啓
二
郎

太
四
郎

半
五
ロ

安
右
衛
門

久
蔵

Ⅱ

天
王
寺
村

片
山
村

庄
屋
数
右
衛
門

か
へ
課
牛
二
而
、
商
内
仕
来
候
得
共
、
四
時
之
障
を
請
病
気
牛
農
業
之
差
支
相
成
候

二
付
、
寛
政
之
度
、
近
村
之
庄
屋
衆
中
相
願
、
莚
二
木
綿
縁
を
取
、
着
歩
行
商
内
仕

候
処
、
近
年
狼
一
一
相
成
、
仲
買
博
労
衆
中
同
様
、
牛
荘
立
商
内
仕
候
趣
を
以
、
仲
買

博
苦
労
衆
方
、
其
許
殿
江
差
支
申
出
、
御
取
締
御
座
候
、
此
儀
ハ
御
尤
二
者
御
座
候

得
共
、
何
分
、
私
共
近
年
困
窮
仕
、
飼
置
候
牛
者
一
向
無
之
国
方
博
労
衆
方
買
請
候

侭
、
量
之
方
へ
追
附
候
義
二
御
座
候
故
、
無
何
心
荘
之
儀
者
、
不
心
附
売
買
仕
候
儀

わ
び

二
御
座
侯
処
、
此
度
御
差
当
を
以
、
無
申
訳
心
得
違
之
段
、
重
々
御
詫
奉
申
上
候
処
、

｜
廉
相
立
候
様
、
被
申
聞
承
知
奉
畏
候
、
然
ル
処
前
文
二
奉
申
上
候
通
、
国
方
博
労

衆
方
買
受
、
直
様
売
買
仕
候
儀
二
付
、
荘
之
儀
者
、
何
卒
其
儘
二
御
差
免
被
下
度
、

乍
併
、
私
共
商
内
牛
之
印
莚
一
一
縁
を
取
、
直
段
高
下
二
不
拘
、
着
歩
行
可
申
候
、
其

余
者
仲
買
博
労
衆
同
様
二
御
差
免
被
下
千
万
恭
奉
存
候
、
右
之
通
此
度
相
改
候
上
者
、

あ
つ
か
ま
し
き

（
徹
）

正
路
二
商
内
仕
重
頭
義
決
而
仕
間
鋪
候
、
若
相
違
之
儀
御
座
候
ハ
、
ハ
牛
目
利
渡

世
御
差
留
〆
被
下
候
共
、
其
節
一
一
一
一
一
百
之
申
分
無
御
座
候
、
為
後
口
之
差
入
申
一
札
依

而
如
件

安
政
弐
卯
年

摂
州
能
勢
郡
下
田
村

六
月

皮
多

前
書
之
通
御
願
申
上
候
処
、

御
承
知
被
下
恭
存
候
、
然
上
者

若
違
背
仕
候
節
者
、
但
々

私
占
取
締
可
仕
候
、
為
其

印
形
仕
置
候
、
以
上

啓
二
郎

太
四
郎

利
左
衛
門
死
跡

半
五
ロ

相
続
人

安
右
衛
門

天
王
寺
村

久
蔵

孫
右
衛
門
殿

片
山
村
庄
屋

数
右
衛
門

一三百
八

逸
平

常
八

武
兵
衛
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対
し
て
下
田
村
側
は
、
近
年
売
買
す
る
牛

が
不
足
し
て
、
国
方
博
労
衆
か
ら
買
い
求

め
た
牛
を
そ
の
ま
ま
売
る
た
め
、
博
労
衆

の
つ
け
た
荘
（
か
ざ
り
）
の
つ
い
た
ま
ま

売
る
こ
と
に
な
っ
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
以

iijiir
:■■
､．｡』

!;H｢護騨

（
後
段
は
略
す
） 零

降
は
、
自
分
た
ち
の
商
う
牛
の
印
で
あ
る

「
縁
ど
り
を
つ
け
た
莚
」
を
着
せ
る
こ
と

に
す
る
、
と
詫
び
を
入
れ
て
い
る
。
こ
う

し
た
動
き
を
念
頭
に
史
料
の
前
段
を
み
る

と
、
下
田
村
は
年
間
の
牛
売
買
の
取
引
数

を
九
五
匹
と
見
積
も
っ
た
口
銭
を
納
め
る

こ
と
を
約
束
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
口

銭
銀
に
つ
い
て
は
百
姓
中
に
「
割
懸
ヶ
」

た
も
の
で
は
な
い
と
断
っ
て
い
る
。

福
井
家
文
書
中
の
文
久
元
（
’
八
六
一
）

年
八
月
八
日
付
の
高
槻
御
役
所
宛
の
願
書

の
中
で
、
対
立
す
る
相
手
が
年
寄
と
い
う

役
職
に
あ
っ
て
、
「
村
方
牛
馬
銀
」
を
取
り

込
ん
で
し
ま
っ
て
村
方
へ
出
さ
な
い
、
と

非
難
す
る
文
一
一
一
一
口
が
あ
る
。
こ
の
「
村
方
牛

馬
銀
」
が
口
銭
銀
と
し
て
支
払
わ
れ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
口
銭
銀

は
直
接
孫
右
衛
門
に
渡
さ
れ
る
の
で
は
な

く
、
片
山
村
の
庄
屋
数
右
衛
門
に
差
し
出

さ
れ
て
い
る
。
数
右
衛
門
は
奥
印
の
上
、

そ
の
取
り
立
て
の
保
証
を
し
て
お
り
、
こ

の
口
銭
銀
の
流
れ
の
中
で
片
山
村
庄
屋
の

存
在
は
大
き
い
。

す
で
に
上
掲
山
田
論
文
や
吉
村
智
博
氏

が
「
幕
末
に
お
け
る
一
独
立
村
の
動
向
ｌ

摂
津
下
田
村
文
書
ｌ
」
言
部
落
解
放
研
究
』

六
二
号
．
一
九
八
八
年
七
月
）
で
述
べ
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
下
田
村
は
、
文
禄
三
（
’

五
九
四
）
年
三
月
実
施
と
い
う
秀
吉
政
権

下
の
検
地
帳
に
は
片
山
村
に
含
ま
れ
て
お

り
、
延
宝
七
二
六
七
九
）
年
に
独
立
分

村
を
果
た
し
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
吉

村
氏
が
先
の
論
文
で
「
取
次
庄
屋
と
し
て

存
在
し
た
片
山
村
と
の
関
係
」
の
分
析
の

必
要
性
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
の

史
料
は
下
田
村
の
三
村
独
立
」
の
内
実

の
一
面
を
示
す
史
料
で
も
あ
る
と
い
え

る
。な
お
、
福
井
家
文
書
に
、
「
取
次
庄
屋
」

と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
の
は
片
山
村
だ
け

で
は
な
い
。
例
え
ば
天
保
一
四
二
八
四

三
）
年
六
月
二
四
日
付
の
高
槻
御
役
所
宛

の
文
書
に
は
片
山
村
取
次
庄
屋
一
平
、
稲

地
村
取
次
庄
屋
重
左
衛
門
、
川
辺
郡
上
阿

古
谷
村
庄
屋
吉
左
衛
門
（
・
印
は
筆
者
）

が
立
合
の
上
請
書
印
形
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
三
人
は
同
日
に
連
名
で
高
槻
御
役
所

宛
に
下
田
村
に
つ
い
て
の
報
告
を
し
て
い

る
。
ま
た
、
明
治
五
年
六
月
付
の
大
阪
府

宛
の
願
書
に
も
「
元
第
三
○
区
副
戸
長
片

山
村
中
森
新
平
」
の
奥
印
が
あ
る
が
、
こ

れ
以
降
も
公
的
な
帳
簿
類
を
含
め
て
「
本

村
」
片
山
村
の
奥
印
が
続
い
て
い
る
。

し
か
し
、
「
本
村
片
山
村
」
の
影
響
力
が

一
貫
し
て
同
じ
強
さ
で
あ
っ
た
と
は
考
え

に
く
く
、
時
期
や
事
柄
の
内
容
に
よ
り
そ

の
影
響
力
に
濃
淡
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
加
え
て
、
稲
地
村
と

川
辺
郡
上
阿
古
谷
村
と
の
関
わ
り
が
問
題

と
な
る
。

『
能
勢
町
史
』
第
三
巻
所
収
の
「
下
田

村
取
次
庄
屋
廃
止
一
一
付
取
次
六
ヵ
村
口
上

控
」
に
よ
れ
ば
安
永
八
二
七
七
九
）
年

に
、
平
野
村
の
庄
屋
を
惣
代
と
し
て
平

野
。
上
杉
・
稲
地
・
垂
水
・
山
田
・
天
王

村
が
小
堀
数
馬
宛
に
、
下
田
皮
田
村
に
か

か
わ
る
取
次
・
奥
印
の
廃
止
を
願
い
出
て

い
る
。
こ
れ
は
、
下
田
村
か
ら
の
願
い
を

受
け
た
領
主
か
ら
、
差
支
え
の
有
無
が
問

わ
れ
た
こ
と
に
対
応
し
て
行
わ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
こ
の
六
村
に
先
の
稲
地
村
が
含

ま
れ
て
い
る
。
片
山
村
以
外
に
取
次
庄
屋

が
六
村
に
も
の
ぼ
る
こ
と
、
廃
止
さ
れ
た

は
ず
の
稲
地
村
が
そ
の
後
の
文
書
に
取
次

庄
屋
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
、
ま
た
他
郡

の
上
阿
古
屋
村
が
片
山
村
と
並
ん
で
取
次

庄
屋
と
し
て
名
を
連
ね
る
時
期
の
あ
る
こ

と
、
な
ど
に
つ
い
て
は
今
後
分
析
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ
る
と
思
う
。

多
量
に
残
る
公
的
帳
簿
類
の
奥
印
の
整

理
、
分
析
は
そ
の
手
が
か
り
の
一
つ
と
な

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
他
に
も
下
田
村
皮
多
の
人
々
の

様
々
な
生
活
の
様
子
を
イ
メ
ー
ジ
で
き
る

文
書
も
残
さ
れ
て
い
る
。
福
井
氏
に
は
、

今
日
ま
で
の
こ
の
文
書
を
大
切
に
伝
え
て

こ
ら
れ
た
こ
と
、
ま
た
こ
う
し
て
使
わ
せ

て
い
た
だ
け
る
こ
と
に
深
く
感
謝
し
た

い
。
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◆
あ
る
靴
直
し
職
人
の
資
料

お
名
前
を
出
す
の
は
控
え
て
お
き
た
い

が
、
大
阪
市
内
の
部
落
に
生
ま
れ
、
古
く

全
国
水
平
社
創
立
の
一
人
で
あ
る
舳
松
村

の
泉
野
利
喜
蔵
と
も
交
友
が
あ
り
、
靴
直

し
の
職
人
と
し
て
生
涯
を
ま
っ
と
う
さ
れ

た
方
が
い
た
。
晩
年
に
は
日
本
銀
行
大
阪

支
店
の
地
下
で
、
靴
直
し
の
仕
事
を
し
て

い
た
と
聞
い
た
記
憶
が
あ
る
。

解
放
セ
ン
タ
ー
の
食
堂
な
ど
で
何
回
か

お
話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
い
た
が
、
実
名

を
出
す
こ
と
も
、
テ
ー
プ
で
録
音
す
る
こ

と
も
祷
踏
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
今
手
元
に

は
そ
の
肉
声
は
残
っ
て
い
な
い
。

戦
時
中
か
ら
戦
後
に
か
け
て
、
靴
直
し

の
職
人
の
生
活
擁
護
の
運
動
も
担
い
、
松

田
喜
一
や
栗
須
喜
一
郎
ら
と
市
同
促
協
に

も
関
わ
っ
て
い
る
。

そ
の
靴
直
し
の
職
人
が
残
さ
れ
た
資
料

が
、
研
究
所
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
大
き

く
は
四
つ
の
封
筒
に
分
か
れ
て
い
る
が
、

次
の
ま
と
ま
り
が
も
っ
と
も
貴
重
な
も
の

で
あ
ろ
う
。

大
阪
市
の
露
店
営
業
問
題

ｌ
璽
所
篝
火
資
料
か
膳

渡
辺
俊
雄
（
部
落
解
放
研
究
所
）

１
、
清
算
報
告
書
八
自
昭
和
一
一
二
年
三
月

一
日
至
二
三
年
八
月
五
日
Ｖ

（
大
阪
府
靴
統
制
組
合
）

２
、
浪
速
靴
商
工
業
協
同
組
合
定
款

（
年
不
詳
）

３
、
大
阪
市
東
警
察
署
管
内
東
露
靴
会
会

員
名
簿
（
年
不
詳
）

４
、
（
仮
）
ハ
ノ
ー
ト
Ｖ
東
露
靴
会

二
九
四
七
年
前
後
）

５
、
（
仮
）
露
店
営
業
関
係
資
料

①
大
阪
府
露
店
営
業
許
可
条
例

②
大
阪
府
告
示
第
四
○
四
号

（
’
九
四
八
年
六
月
二
日
）

③
大
阪
府
告
示
第
四
○
五
号
（
同
前
）

④
旧
指
令
書
・
鑑
札
書
換
に
つ
い
て

⑤
路
傍
靴
修
繕
業
者
ノ
取
締
二
関
ス
ル

件
八
大
靴
統
発
第
二
二
一
号
Ｖ

（
一
九
四
六
年
八
月
二
一
一
日
）

⑥
路
傍
靴
修
繕
業
者
ノ
取
締
二
関
ス
ル

件
八
大
靴
統
発
第
二
○
九
号
Ｖ
、

二
九
四
六
年
八
月
一
八
日
）

⑦
東
露
靴
会
第
一
回
総
会
挨
拶
（
会
長
）

（
一
九
四
六
年
二
月
六
日
）

⑧
大
阪
府
露
店
靴
修
理
組
合
連
合
会
会

則
（
付
）
組
合
長
名
簿

二
九
四
九
年
一
月
）

６
、
大
阪
府
露
店
靴
修
理
組
合
連
合
会
会

則
（
付
）
組
合
長
名
簿

二
九
四
九
年
一
月
）

７
、
中
小
企
業
等
協
同
組
合
設
立
認
可
申

請
書
・
設
立
趣
意
書
・
資
金
計
画
書

八
手
書
き
Ｖ
（
大
阪
友
隣
靴
協
同
組
合
）

二
九
六
○
年
）

◆
露
店
営
業
問
題
の
経
過

露
店
商
禁
止
反
対
闘
争
は
戦
後
初
期
の

大
阪
の
運
動
に
と
っ
て
大
き
な
出
来
事
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
十
分
に
は
解
明

さ
れ
て
い
な
い
。
詳
し
い
の
は
『
大
阪
市

同
和
事
業
史
』
（
’
一
三
頁
）
と
、
こ
れ
を

下
敷
に
し
た
『
大
阪
府
同
和
事
業
促
進
協

議
会
史
』
（
二
二
頁
）
の
記
述
で
あ
ろ
う
。

『
新
修
大
阪
の
部
落
史
』
下
巻
の
拙
稿

で
は
二
～
三
行
触
れ
た
だ
け
で
あ
る
。

部
落
問
題
研
究
所
編
『
戦
後
部
落
問
題

年
表
』
で
は
一
九
四
八
年
の
項
目
に
二

一
・
Ｉ
大
阪
市
露
店
商
営
業
禁
止
反
対

運
動
起
る
。
御
堂
筋
へ
の
座
り
込
み
な
ど

を
含
む
実
力
行
動
を
展
開
」
（
出
典
『
部
落

解
放
ご
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
他
の
関
連

資
料
と
し
て
は
『
部
落
問
題
研
究
』
九
号

二
九
四
九
年
）
、
同
一
○
号
（
同
年
、
部

落
解
放
全
国
委
員
会
の
「
露
天
業
禁
止
反

対
」
の
方
針
を
資
料
と
し
て
掲
載
）
が
あ

る
。
こ
れ
ま
で
に
刊
行
さ
れ
た
各
資
料
集

に
は
二
次
資
料
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
こ
れ
ま
で
は
、
肝
心

の
露
店
営
業
が
禁
止
さ
れ
る
に
い
た
る
経

緯
（
そ
も
そ
も
露
店
営
業
は
禁
止
さ
れ
た

の
か
）
や
、
当
時
の
露
店
営
業
の
実
態
に

つ
い
て
は
、
資
料
の
発
掘
が
十
分
で
は
な

か
っ
た
。

前
記
の
資
料
を
ま
だ
十
分
に
は
読
み
込

ん
で
は
い
な
い
が
、
お
お
む
ね
次
の
よ
う

な
事
実
が
明
ら
か
に
な
る
。

’
九
四
六
年
八
月
に
は
大
阪
府
価
格
等

取
締
規
則
に
も
と
づ
い
て
露
店
営
業
取
締

規
則
（
大
阪
府
令
第
七
四
号
、
た
だ
し
未

見
）
が
交
付
さ
れ
た
。
当
初
、
同
規
則
は

闇
市
の
取
り
締
ま
り
を
目
的
に
す
る
と
考

え
ら
れ
て
い
た
が
、
実
際
に
は
す
べ
て
の

露
店
営
業
を
対
象
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た

（
前
記
の
資
料
５
の
⑦
。
以
下
同
じ
）
。
大

阪
府
靴
統
制
組
合
は
二
回
に
わ
た
っ
て
大

阪
府
知
事
に
文
書
で
、
同
組
合
の
業
者
へ

の
特
別
の
取
り
計
ら
い
を
願
い
出
て
い
る

（
資
料
５
の
⑤
、
⑥
）
。

同
時
に
、
所
管
警
察
署
の
指
示
を
受
け
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連
絡
協
力
す
る
機
関
と
し
て
、
大
阪
府
靴

統
制
組
合
北
区
支
所
の
業
者
が
独
自
の
組

合
を
結
成
し
た
。
こ
れ
が
、
東
露
靴
会
で

あ
る
（
資
料
５
の
⑦
）
。
名
簿
に
よ
れ
ば
、

同
会
は
営
業
区
域
ご
と
と
思
わ
れ
る
一
二

班
に
編
成
さ
れ
、
’
二
八
人
が
組
織
さ
れ

て
い
た
。
現
住
所
は
、
大
阪
市
内
の
各
部

落
と
部
落
外
、
京
都
府
・
奈
良
県
に
も
及

ぶ
（
資
料
３
）
。
資
料
４
の
ノ
ー
ト
は
、
そ

の
当
時
に
書
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

会
の
予
算
・
支
出
、
若
干
の
メ
モ
が
残
さ

れ
て
い
る
。

他
方
、
戦
時
中
に
統
制
組
合
と
し
て
存

在
し
て
い
た
大
阪
靴
統
制
組
合
は
一
九
四

七
年
一
一
月
に
解
散
命
令
を
受
け
、
三
月
に

解
散
総
代
会
を
開
い
た
。
し
か
し
統
制
は

相
変
ら
ず
継
続
し
て
い
た
か
ら
、
そ
の
事

務
は
一
○
月
以
降
、
大
阪
府
靴
商
工
業
協

同
組
合
に
移
行
さ
れ
た
（
資
料
１
）
。
浪
速

靴
商
工
業
協
同
組
合
（
資
料
２
）
と
別
組

織
か
ど
う
か
は
不
明
。

◆
そ
の
後
の
経
緯

一
九
四
八
年
六
月
、
大
阪
府
は
露
店
営

業
許
可
条
例
を
制
定
・
交
付
し
た
（
資
料

５
の
①
）
。
同
条
例
じ
た
い
は
、
露
店
営
業

を
全
面
的
に
禁
止
す
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
た
だ
し
露
店
営
業
を
行
な
う
た
め
に

は
本
籍
・
住
所
・
氏
名
な
ど
を
届
け
出
て

許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
公
共
の

福
祉
に
反
す
る
と
さ
れ
た
時
に
は
許
可
を

取
り
消
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
と
さ
れ
た
。

こ
れ
は
、
部
落
出
身
の
業
者
に
と
っ
て
は

か
な
り
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

後
年
の
金
属
屑
営
業
条
例
で
問
題
と
な
っ

た
点
と
、
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

業
者
は
一
九
四
九
年
一
月
に
、
許
可
業

者
を
も
っ
て
大
阪
府
露
店
靴
修
理
組
合
連

合
会
を
結
成
し
た
（
資
料
６
）
。
基
本
的
に

は
行
政
と
折
り
合
い
を
付
け
な
が
ら
生
き

残
り
を
模
索
し
て
い
く
。

’
九
四
九
年
に
入
っ
て
か
ら
の
行
政
側

の
動
き
は
、
し
ば
し
ば
商
業
新
聞
で
報
じ

ら
れ
た
。
ま
ず
六
月
、
政
府
は
各
都
道
府

県
知
事
ほ
か
に
宛
て
て
、
「
露
店
商
組
合
お

よ
び
同
支
部
の
解
散
に
関
す
る
件
」
を
通

達
し
た
。
こ
れ
は
本
来
は
、
経
済
統
制
団

体
の
除
去
・
民
主
化
と
い
う
理
念
に
沿
っ

た
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

こ
う
し
た
流
れ
か
ら
言
え
ば
、
全
国
自

治
体
警
察
長
連
合
協
議
会
の
結
果
で
あ

り
、
全
国
的
な
申
し
合
せ
で
あ
る
と
し
た
、

同
年
二
月
の
鈴
木
警
視
総
監
の
露
店
商

全
面
禁
止
の
意
向
表
明
は
い
か
に
も
唐
突

で
あ
り
、
現
実
を
ふ
ま
え
な
い
暴
論
で
あ

っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
大
阪
市
会
民
主
党
は

議
員
団
総
会
で
全
面
禁
止
反
対
の
声
明
を

発
し
た
。
大
阪
市
当
局
も
全
面
廃
止
の
方

針
を
保
留
し
て
改
善
策
を
研
究
す
る
と
の

全
面
禁
止
反
対
運
動
、
大
阪
市
会
で
の

議
論
の
結
果
は
、
ど
こ
に
落
ち
付
い
た
の

か
。大
阪
市
立
中
央
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て

い
る
資
料
の
な
か
に
『
露
店
問
題
関
係
綴
』

と
い
う
行
政
文
書
が
あ
る
（
研
究
所
は
コ

ピ
ー
で
所
蔵
）
。
同
資
料
に
綴
ら
れ
て
い
る

資
料
は
、
以
下
の
七
点
で
あ
る
。

１
、
露
店
実
態
調
査
報
告
書
（
大
阪
市
行

政
局
、
一
九
四
九
年
二
月
）

２
、
昭
和
二
十
五
年
度
第
三
期
（
自
妬
．

ｕ
至
加
・
２
）
露
店
許
可
調
書

３
、
露
店
改
善
指
導
対
策
要
綱
（
案
）

４
、
露
店
改
善
指
導
対
策
要
綱

５
、
東
京
都
に
お
け
る
露
店
整
理
問
題
に

関
す
る
調
査
報
告
（
大
阪
市
行
政
局
、

’
九
四
九
年
一
○
月
）

６
、
昭
和
二
十
五
年
度
第
二
期
（
自
七
月

至
十
月
）
露
店
許
可
調
書

７
、
昭
和
二
十
五
年
度
第
三
期
（
自
泌
．

ｕ
至
沁
・
２
）
露
店
許
可
調
書
（
大
阪

◆
｜
応
の
結
末

意
向
を
示
し
た
。
Ｇ
Ｈ
Ｑ
公
安
課
警
察
調

査
官
（
新
聞
の
原
文
の
ま
ま
）
シ
ュ
ー
バ

ッ
ク
も
こ
う
し
た
市
の
方
針
を
了
承
し
た

と
新
聞
で
報
じ
ら
れ
る
。
靴
直
し
の
業
者

が
行
政
と
対
決
し
、
大
阪
市
会
で
大
き
な

論
議
に
発
展
し
て
い
く
の
は
、
こ
れ
以
降

で
あ
る
。

◆
｜
通
の
メ
モ

し
か
し
事
実
上
、
多
く
の
露
店
は
路
上

で
商
う
も
の
で
あ
り
、
業
者
の
側
は
さ
ら

に
路
上
で
の
営
業
を
も
認
め
さ
せ
る
べ
く

行
政
側
と
交
渉
を
重
ね
た
よ
う
だ
。

先
に
紹
介
し
た
靴
直
し
職
人
が
残
し
た

資
料
の
な
か
に
、
次
の
よ
う
な
一
通
の
手

書
き
の
メ
モ
ヨ
ピ
ー
）
が
残
さ
れ
て
い

る
。 市
土
木
局
道
路
課
、
一
九
五
一
年
二
月

一
二
日
）

資
料
１
は
、
市
会
で
大
き
な
問
題
に
な

っ
た
当
時
の
大
阪
市
内
の
露
店
商
の
実
態

が
、
露
店
開
設
の
場
所
別
に
、
時
に
図
面

入
り
で
報
告
さ
れ
て
い
る
。

今
、
注
目
す
る
の
は
資
料
４
で
あ
る
。

同
資
料
に
は
、
「
昭
和
二
四
年
十
一
月
三
十

日
の
市
会
に
お
け
る
露
店
対
策
方
針
の
基

本
線
に
そ
い
、
そ
の
後
関
係
局
に
お
い
て

協
議
を
重
ね
、
昭
和
二
十
五
年
二
月
一
一
十

一
日
に
決
定
し
た
具
体
的
対
策
は
以
下
の

通
り
で
あ
る
」
と
の
注
釈
が
付
い
て
い
て
、

こ
の
要
綱
に
よ
っ
て
、
整
理
指
導
す
る
露

店
は
市
内
に
あ
る
道
路
上
の
露
店
で
あ
っ

て
、
道
路
外
に
あ
る
露
店
は
対
象
と
し
な

い
で
従
前
通
り
と
す
る
、
と
明
記
さ
れ
て

い
た
。
業
者
の
側
の
一
応
の
勝
利
で
あ
っ

た
。



大阪の部落史通信 (6)

ｂ
市
町
村
（
同
和
対
策
部
八
室
Ｖ
、
市
町

村
史
編
纂
室
、
議
会
事
務
局
）
へ
の
史

料
収
集

一
○
月
島
本
町

二
月
豊
能
町
、
豊
中
市
、
池
田
市
、

箕
面
市
、
高
槻
市
、
岸
和
田

市
、
富
田
林
市
、
松
原
市
、

茨
木
市
、
堺
市
、
泉
大
津
市
、

岬
町
、
泉
佐
野
市
、
貝
塚
市
、

主
な
取
組
み
の
日
程
二
○
～
一
一
一
月
）

☆
そ
の
後
、
ね
ば
り
強
く
交
渉
が
続

け
ら
れ
、
府
連
の
側
か
ら
は
メ
ー
ン
・

ス
ト
リ
ー
ト
が
無
理
で
あ
れ
ば
、
そ

こ
か
ら
よ
こ
に
入
っ
た
側
道
で
の
営

業
を
許
可
せ
よ
と
、
譲
歩
的
な
要
求

を
出
し
た
が
、
府
警
の
全
面
禁
止
の

方
針
は
、
ア
メ
リ
カ
軍
の
指
令
に
よ

る
も
の
で
、
全
く
主
体
性
を
欠
き
、

折
衝
は
難
行
し
、
つ
い
に
ふ
た
た
び

五
○
年
一
○
月
に
、
反
対
闘
争
が
再

発
し
た
。
激
し
い
決
起
闘
争
の
結
果
、

よ
う
や
く
五
一
年
三
月
に
至
っ
て
、

側
道
で
の
露
店
営
業
許
可
を
勝
ち
取

る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
闘
争
を
通
じ

て
、
部
落
大
衆
は
団
結
と
闘
争
に
つ

い
て
多
く
の
生
き
た
学
習
を
体
得
し

た
。

以
上
の
文
章
は
、
記
憶
に
よ
れ
ば
資
料

を
残
さ
れ
た
靴
直
し
職
人
自
身
の
も
の
で

あ
る
。コ
ピ
ー
の
右
肩
に
は
「
別
紙
」
と
あ
り
、

「
Ｐ
・
皿
」
と
も
書
き
込
み
が
あ
る
。
露
店

営
業
禁
止
反
対
闘
争
の
記
述
が
あ
る
府
同

促
協
の
記
念
誌
の
ペ
ー
ジ
に
該
当
す
る
。

恐
ら
く
か
の
職
人
に
と
っ
て
は
、
記
念
誌

の
記
述
は
不
満
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ

こ
に
付
記
し
た
か
っ
た
コ
メ
ン
ト
で
あ
っ

た
よ
う
に
思
う
。

多
く
の
靴
直
し
の
職
人
に
と
っ
て
、
仕

事
と
生
活
の
安
定
は
、
終
生
の
悲
願
で
あ

っ
た
。
手
書
き
で
残
さ
れ
て
い
る
靴
協
同

組
合
設
立
の
願
い
（
資
料
７
）
は
、
痛
く

心
を
打
つ
。

吹
田
市
、
熊
取
町
、
摂
津
市
、

泉
南
市
、
河
南
町
、
和
泉
市
、

大
阪
市

一
二
月
羽
曳
野
市
、
東
大
阪
市
、
能

勢
町
、
八
尾
市
、
大
東
市
、

交
野
市
、
太
子
町
、
河
内
長

野
市
、
大
阪
狭
山
市
、
美
原

町
、
柏
原
市

⑪
研
究
会

一
○
月
三
日
現
代

一
四
日
中
世

二
八
日
近
世

③
設
立
経
過

資
料
館
設
立
に
あ
た
っ
て
は
、
一
九
七

○
年
代
の
後
半
か
ら
部
落
解
放
堺
地
区
歴

史
。
文
化
を
守
る
会
を
は
じ
め
地
元
か
ら

の
強
い
思
い
や
願
い
が
あ
っ
た
。

堺
市
と
し
て
も
同
和
対
策
事
業
の
進
捗

は
、
一
定
の
成
果
を
み
る
も
、
厳
し
い
部

落
差
別
を
も
の
が
た
る
住
居
を
は
じ
め
と

す
る
資
料
が
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
な
か
、

歴
史
や
実
態
を
調
査
・
研
究
す
る
と
と
も

に
地
区
の
人
び
と
の
生
活
・
文
化
・
労
働

に
か
か
わ
る
資
料
や
文
献
な
ど
を
収
集
・

展
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
部
落
差
別
と

「 可

一
月
二
五
日

二
月
二
日

一
六
日

各地区の部落史研究

近中近
世世代

舳松歴史資料館

Ｌ 」

闘
っ
て
き
た
人
々
の
い
き
ざ
ま
や
差
別
に

対
す
る
憤
り
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
場
が

必
要
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
も
つ
に
い
た

っ
て
い
た
。
そ
ん
な
な
か
で
、
資
料
館
設

立
が
決
定
さ
れ
堺
市
立
解
放
会
館
の
二
階

に
あ
っ
た
「
旧
ち
ぬ
が
丘
診
療
セ
ン
タ
ー
」
．

跡
の
施
設
を
改
築
し
、
一
九
八
八
年
四
月

に
資
料
館
が
開
館
し
た
。
以
来
、
現
在
八

年
目
を
迎
え
て
い
る
。

資
料
館
の
名
称
は
、
地
元
に
密
着
し
た
、

ま
た
長
年
に
わ
た
る
部
落
解
放
へ
の
願
い

を
取
り
入
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
地
元
水

平
社
の
名
称
で
も
あ
り
、
堺
市
と
合
併
す

る
以
前
か
ら
の
村
名
で
も
あ
っ
た
舳
松
を

と
り
、
舳
松
歴
史
資
料
館
と
決
定
さ
れ
た
。

③
資
料
の
収
集
・
調
査
研
究

資
料
の
収
集
・
調
査
研
究
に
つ
い
て
は
、

地
元
の
精
通
者
が
最
も
資
料
を
円
滑
に
収

集
で
き
る
こ
と
や
、
収
集
記
録
し
て
お
か

な
け
れ
ば
と
い
う
地
元
の
強
い
思
い
が
合

致
し
た
な
か
で
、
部
落
解
放
堺
地
区
歴

史
・
文
化
を
守
る
会
が
従
来
か
ら
資
料
収

集
し
て
い
た
も
の
を
基
礎
に
し
て
中
心
的

に
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。

部
落
解
放
堺
地
区
歴
史
・
文
化
を
守
る

会
は
資
料
収
集
と
調
査
・
研
究
の
成
果
を

『
し
お
あ
な
研
究
』
（
１
号
～
６
号
）
と
し

て
ま
と
め
あ
げ
冊
子
な
ど
に
な
っ
て
お
り
、

こ
れ
が
資
料
館
の
展
示
内
容
の
基
本
の
一

各地区の部落史研究

舳松歴史資料館
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●
展
示
内
容
の
検
討

開
設
が
決
定
し
て
か
ら
、
オ
ー
プ
ン
す

る
ま
で
に
、
一
九
八
六
年
三
月
に
は
「
歴

史
資
料
展
示
室
構
想
委
員
会
」
（
地
元
精
通

者
三
人
、
地
区
協
一
人
、
学
識
経
験
者
一

人
、
行
政
経
験
者
五
人
）
が
設
置
さ
れ
、

翌
年
に
は
「
ち
ぬ
が
丘
歴
史
資
料
館
展
示

構
想
委
員
会
」
と
名
称
が
変
更
さ
れ
て
い

る
が
、
こ
の
な
か
に
、
啓
発
部
会
、
歴
史

部
会
、
生
活
・
運
動
部
会
が
設
置
さ
れ
た
。

委
員
が
分
散
し
て
部
会
を
構
成
し
、
そ
れ

ぞ
れ
の
展
示
内
容
を
検
討
、
現
在
の
展
示

配
置
が
確
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

資
料
館
が
開
館
し
た
一
九
八
八
年
四
月

以
降
は
「
舳
松
歴
史
資
料
館
展
示
委
員
会
」

（
地
元
精
通
者
三
人
、
学
識
経
験
者
二
人
、

行
政
関
係
者
三
人
）
に
そ
の
機
能
が
引
き

継
が
れ
現
在
に
い
た
っ
て
い
る
。

●
資
料
館
の
現
状

資
料
館
は
教
育
委
員
会
の
社
会
教
育
部

に
位
置
付
け
ら
れ
、
館
長
を
は
じ
め
、
五

人
の
専
任
職
員
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
業

務
と
し
て
、
①
資
料
の
収
集
・
整
理
・
保

管
②
資
料
・
情
報
の
提
供
③
調
査
・
研

究
④
常
設
展
示
⑤
特
別
展
示
⑥
資
料

館
だ
よ
り
な
ど
の
発
行
に
よ
る
広
報
啓
発

活
動
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

つ
と
な
っ
て
い
る
。

同
和
問
題
解
決
の
た
め
の
啓
発
拠
点
と

し
て
舳
松
歴
史
資
料
館
と
い
う
名
に
ふ
さ

わ
し
い
内
容
を
も
っ
た
資
料
館
を
め
ざ
し
、

地
元
に
密
着
し
た
資
料
展
示
の
充
実
を
は

か
る
た
め
、
資
料
整
理
の
作
業
を
急
ぐ
と

と
も
に
、
舳
松
の
部
落
史
を
系
統
だ
て
て

ま
と
め
る
た
め
の
準
備
作
業
を
進
め
、
資

料
の
収
集
・
発
見
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
考
え
て
い
る
。（
文
責
筧
秀
夫
）

現
在
は
、
過
去
に
収
集
さ
れ
た
資
料
を

整
理
分
類
し
、
台
帳
に
記
入
す
る
作
業
を

継
続
中
で
、
明
治
・
大
正
期
の
新
聞
資
料

の
整
理
作
業
も
含
ま
れ
て
い
る
。
特
に
写

真
資
料
に
つ
い
て
は
内
容
が
不
明
な
も
の

が
多
く
、
ま
た
古
老
か
ら
の
聞
き
取
り
も

急
務
を
よ
う
し
て
お
り
、
地
元
の
協
力
な

く
し
て
は
前
に
進
ま
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

常
設
展
示
も
、
開
設
以
後
の
研
究
成
果
や

新
し
い
資
料
の
発
見
、
歴
史
研
究
の
進
む

な
か
、
展
示
物
の
入
れ
替
え
や
新
手
法
に

よ
る
見
せ
方
、
啓
発
の
あ
り
方
が
求
め
ら

れ
る
状
況
に
い
た
っ
て
い
る
。

特
別
展
示
も
、
毎
年
秋
に
舳
松
の
出
身

で
あ
る
将
棋
の
名
人
阪
田
三
吉
を
と
り
あ

げ
、
サ
ブ
テ
ー
マ
を
設
け
違
っ
た
角
度
か

ら
同
和
問
題
の
視
点
で
開
催
し
て
い
る
。

●
今
後
の
課
題

大
阪
市
は
一
九
八
九
年
の
市
制
施
行
一

○
○
年
を
記
念
す
る
た
め
に
、
’
九
七
九

年
か
ら
『
新
修
大
阪
市
史
』
（
全
一
○
巻
）

の
編
纂
事
業
を
行
っ
て
き
て
、
現
在
ま
で

に
『
新
修
大
阪
市
史
』
八
巻
、
『
大
阪
の
歴

史
』
四
六
冊
、
『
大
阪
市
史
史
料
』
四
五
冊

を
刊
行
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
今
回
の
『
新
修
大
阪
市
史
』

の
編
纂
は
大
阪
市
と
し
て
は
五
度
目
の
修

史
事
業
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
大
阪
市
史
』

全
五
巻
・
六
冊
、
他
に
付
図
・
索
引
（
刊

行
、
’
九
○
九
年
～
’
九
一
五
年
）
、
『
明

治
大
正
大
阪
市
史
』
全
八
巻
（
一
九
三
一
一
一

年
）
、
『
昭
和
大
阪
市
史
』
全
八
巻
二
九

五
一
年
～
’
九
五
四
年
）
、
『
昭
和
大
阪
市

史
続
編
』
全
八
巻
二
九
六
四
年
～
一
九

六
九
年
）
に
つ
ぐ
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
編
纂
の
た
め
に
、
大
阪

市
で
は
考
古
・
古
代
か
ら
現
代
に
い
た
る

大
阪
市
関
連
の
史
料
を
蒐
集
し
て
お
ら
れ

る
。こ
れ
ら
蒐
集
史
料
の
中
に
大
阪
の
部
落

史
関
連
の
史
料
が
ど
れ
ほ
ど
含
ま
れ
て
い

る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
今
の
と
こ

ろ
見
極
め
は
つ
け
が
た
い
が
、
貴
重
な
史

雨
Ⅲ
町
赫
鰯
史
料
を
訪
ね
て
大
阪
市

里
上
龍
平
（
大
阪
の
部
落
史
委
員
会
事
務
局
）

料
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
近
・
現
代
に
限

っ
て
み
る
と
、
ご
く
大
ざ
っ
ぱ
に
分
類
し

て
次
の
よ
う
な
分
野
の
史
料
が
見
ら
れ
る
。

①
商
工
業
統
計
・
衛
生
統
計
な
ど
の
統

計
類

②
部
落
産
業

③
学
事
報
告
・
学
事
統
計

②
民
生
事
業
（
同
和
事
業
）
関
係
報
告

⑤
郡
。
区
行
政
関
係
史
料

⑥
新
聞
・
雑
誌

さ
ら
に
、
以
上
の
分
野
に
限
ら
れ
な
い

史
料
が
見
出
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

な
お
、
⑤
の
郡
・
区
行
政
関
係
の
文
書

の
う
ち
、
東
成
区
、
東
区
、
大
淀
区
関
係

の
原
史
料
は
大
阪
市
立
中
央
図
書
館
に
、

そ
の
他
は
大
阪
市
公
文
書
館
に
所
蔵
さ
れ

て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
四
の
同
和
事
業
関
係
の
史

料
と
⑪
の
統
計
の
史
料
を
何
点
か
取
り
上

げ
て
紹
介
す
る
。

な
お
、
大
阪
市
史
編
墓
所
を
は
じ
め
大

阪
市
関
係
者
の
方
々
に
は
、
多
く
の
御
教

示
と
御
協
力
を
い
た
だ
い
た
こ
と
を
、
こ

こ
に
改
め
て
御
礼
申
し
上
げ
て
お
き
た
い
。

＊
＊

＊

皇
よ
龍
平
（
大
阪
の
部
落
災
委
員
会
事
務
随
）

市
町
村
の
史
料
を
訪
ね
て
大
阪
市
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大
阪
市
民
生
局
が
出
し
た
「
民
生
局
報

告
」
で
同
和
事
業
が
登
場
す
る
の
は
、
『
昭

和
三
十
三
年
度
大
阪
市
同
和
事
業
誌
』
（
民

生
局
報
告
第
八
十
二
号
）
が
最
も
早
い
部

類
に
属
す
る
と
思
わ
れ
る
。

当
時
、
行
政
は
、
同
和
対
策
事
業
を
地

区
改
善
事
業
（
も
し
く
は
同
和
事
業
）
と

呼
び
、
地
区
Ⅱ
被
差
別
部
落
を
「
封
建
的

階
級
的
な
身
分
制
の
遺
物
」
と
と
ら
え
、

差
別
観
念
を
社
会
的
に
見
た
場
合
、
反
動

的
迫
害
、
悪
風
、
「
全
く
不
合
理
な
迷
信
の

類
い
」
で
あ
る
と
し
て
い
た
。

こ
の
年
、
大
阪
市
に
は
一
四
地
区
、
六

万
人
（
二
八
○
万
市
民
の
二
・
｜
％
）
が

居
住
し
、
職
業
は
皮
革
関
係
が
五
○
％
、

日
雇
、
廃
品
回
収
、
行
商
な
ど
の
不
定
所

得
者
が
二
五
％
を
占
め
、
｜
世
帯
構
成
員

は
四
・
五
人
強
、
月
平
均
収
入
一
万
二
○

○
○
円
で
、
生
活
保
護
世
帯
と
紙
一
重
の

状
態
で
あ
る
と
い
う
。
な
お
、
大
阪
市
民

生
局
は
一
九
五
三
年
度
か
ら
逐
次
「
地
区

実
態
調
査
」
を
実
施
し
て
、
’
九
五
五
年

度
に
は
二
地
区
に
つ
い
て
集
計
分
析
資
料

を
出
し
て
い
る
。

戦
後
の
大
阪
市
の
同
和
事
業
は
一
九
五

三
年
度
の
大
阪
市
の
追
加
予
算
で
、
施
設

設
備
補
助
、
大
阪
市
・
大
阪
府
同
和
事
業

促
進
協
議
会
へ
の
助
成
、
ト
ラ
コ
ー
マ
診

察
事
業
に
合
計
八
○
万
円
が
計
上
さ
れ
た

の
が
そ
の
始
ま
り
で
あ
る
。
次
い
で
翌
年

浪
速
市
民
館
二
九
二
八
年
開
設
）
、
城

北
浴
場
・
理
髪
所
二
九
二
四
年
）
、
生
江

共
同
作
業
所
（
’
九
二
七
年
）
、
北
中
島
住

宅
（
’
九
一
○
年
一
○
月
～
’
九
二
六
年

一
○
月
）
、
平
野
ト
ラ
ホ
ー
ム
診
療
所
二

九
二
五
年
五
月
）
、
日
之
出
託
児
所
二
九

二
六
年
六
月
）
、
有
隣
職
業
教
習
所
（
一
九

四
○
年
七
月
）
な
ど
。

＊
＊

＊

「
明
治
二
十
四
年
大
阪
府
西
成
郡
役
所

統
計
書
』
に
よ
る
と
、
難
波
村
大
字
難
波

に
燐
寸
（
マ
ッ
チ
）
製
造
業
者
が
二
軒
（
資

本
金
二
○
○
○
円
と
一
○
○
○
円
）
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
一
一
三
○
人
、
一
五
○
人
と
当
時

と
し
て
は
群
を
抜
い
て
多
い
職
工
を
抱
え

て
い
た
。
他
に
、
皮
革
製
造
（
新
田
長
次

郎
の
ち
の
新
田
帯
革
、
資
本
金
二
○
○
○

円
）
の
従
業
員
二
○
人
、
硝
子
製
造
（
資

本
金
一
○
○
○
円
）
の
職
エ
五
五
人
が
目

に
つ
く
。
西
浜
町
で
は
皮
革
製
造
の
三
軒

概
要
』
（
民
生
局
報
告
第
八
十
一
号
）
に
、

る
と
、
戦
前
の
大
阪
市
の
部
落
改
善
対
』

事
業
の
始
期
の
分
か
る
も
の
と
し
て
は
、

次
の
も
の
が
あ
る
。

度
当
初
予
算
で
八
五
○
万
円
、
一
九
五
九

年
度
に
は
二
三
○
○
万
円
が
計
上
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
ち
な
み
に
大
阪
市
同
和
事

業
促
進
協
議
会
が
設
立
さ
れ
た
の
は
一
九

五
三
年
二
月
で
あ
っ
た
。

次
に
、
『
昭
和
三
四
年
度
地
区
改
善
事
業

概
要
』
（
民
生
局
報
告
第
八
十
一
号
）
に
よ

る
と
、
戦
前
の
大
阪
市
の
部
落
改
善
対
策

が
あ
が
っ
て
お
り
、
職
工
は
そ
れ
ぞ
れ
三

○
人
、
二
三
人
、
一
○
人
で
あ
る
。

さ
ら
に
マ
ッ
チ
製
造
を
『
大
阪
府
第
十

九
回
農
工
商
統
計
年
報
』
（
明
治
三
○
年
）

に
つ
い
て
み
る
と
、
明
治
二
九
年
で
は
西

成
郡
は
一
二
製
造
所
（
大
阪
府
四
五
、
以

下
同
じ
）
、
職
工
男
一
二
七
四
人
（
二
七
○

三
人
）
、
女
一
一
三
九
四
人
（
四
八
三
六
人
）

・
泉
大
津
市
史
三
・
四
・
五
巻
（
泉
大
津

市
）

・
泉
大
津
市
史
紀
要
第
一
・
八
・
九
号

（
泉
大
津
市
）

・
泉
佐
野
市
史
研
究
第
一
号
（
泉
佐
野
市
）

・
熊
取
町
史
紀
要
第
一
・
二
号
（
熊
取
町

教
育
委
員
会
）

・
岸
和
田
市
史
史
料
第
三
・
四
・
五
輯

（
岸
和
田
市
）

・
池
田
市
古
江
町
郷
土
資
料
・
如
来
寺
文

書
（
池
田
市
教
育
委
員
会
）

・
摂
津
市
史
写
真
版
史
料
目
録
（
摂
津
市
）

・
和
泉
国
曰
根
郡
熊
取
谷
中
家
文
書
目
録

（
熊
取
町
教
育
委
員
会
）

・
山
岡
春
関
係
文
書
目
録
（
岸
和
田
市
）

・
大
阪
社
会
運
動
協
会
蔵
書
目
録
・
中
江

文
書
Ｉ
（
大
阪
社
会
運
動
協
会
）

寄
贈
図
書

臣乞

屋己

と
な
っ
て
い
て
、
製
造
所
・
職
工
と
も
大

阪
府
の
約
半
分
を
占
め
て
い
る
。

ま
た
、
同
『
年
報
』
に
よ
れ
ば
製
革
に

つ
い
て
は
、
大
阪
府
で
は
西
成
郡
が
独
占

し
て
お
り
、
製
造
戸
数
三
二
、
職
工
男
四

九
九
人
、
女
九
○
人
。
牛
革
六
万
六
一
二

一
一
一
枚
、
馬
草
一
一
万
一
一
一
○
○
枚
、
鹿
革
二

万
三
四
○
○
枚
の
産
出
高
と
な
っ
て
い
る
。

・
富
田
林
市
史
史
料
目
録
第
一
集
（
富
田

林
市
）

・
泉
大
津
市
史
編
纂
史
料
目
録
第
一
・
二

集
（
泉
大
津
市
）

・
大
阪
狭
山
市
史
編
さ
ん
資
料
目
録
二

～
五
（
大
阪
狭
山
市
教
育
委
員
会
）

・
史
料
・
文
献
一
覧
（
岬
町
史
編
纂
室
）

・
史
資
料
一
覧
（
岬
町
史
編
纂
室
）

・
岬
の
古
文
書
ｌ
岬
町
史
紀
要
第
一
号

（
岬
町
教
育
委
員
会
）

・
岬
の
古
文
書
②
ｌ
岬
町
史
紀
要
第
二
号

（
岬
町
教
育
委
員
会
）

・
創
立
十
周
年
記
念
誌
（
茨
木
市
同
和
事

業
促
進
協
議
会
）

・
同
和
対
策
の
概
要
ｌ
昭
和
五
九
～
六
三

年
度
（
東
大
阪
市
同
和
対
策
部
）

・
八
尾
市
同
和
対
策
事
業
概
要
ｌ
平
成
五

年
度
Ｉ
（
八
尾
市
同
和
対
策
部
）


